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第
二
節

設
備
に
関
す
る
基
準

（
指
定
重
症
心
身
障
害
児
施
設
の
設
備
）

第
八
十
二
条

指
定
重
症
心
身
障
害
児
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二

観
察
室
、
訓
練
室
、
看
護
師
詰
所
及
び
浴
室
を
有
す
る
こ
と
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
指
定
重
症
心
身
障
害
児
施
設
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
設
置

す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
八
十
四
条

第
九
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十

一
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
及
び
第
七

十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
指
定
重
症
心
身
障
害
児
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一

項
中
「
第
三
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
」
と
、
第
十
九
条
第
二
項
中

「
次
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
と
、
第
二
十
二
条
第

二
項
中
「
第
二
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
三
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
三
条
第
一
項
中「
次
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
一
項
」
と
、
第
四
十
一
条
中
「
前
条
第
一
項
の
協
力
医
療

機
関
及
び
同
条
第
二
項
の
協
力
歯
科
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
八
条
第

二
項
の
協
力
歯
科
医
療
機
関
」
と
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八

十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第
三
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
二
条
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
障
害
児
施
設
給
付
費
及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
請
求
日
）

第
三
条

障
害
児
施
設
給
付
費
又
は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
請
求
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
障
害
児
施
設
給
付
費
又
は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
請
求
は
、
審

査
支
払
機
関
の
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
審
査
支
払
機
関
に
到
達
し
た
も
の
と
み

な
す
。附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
で
あ
っ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
請
求
を
行
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ

る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
児
施
設
給
付
費
等
請
求
書
に
障
害
児
施
設
給
付
費

等
明
細
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
児
施
設
給
付
費
又
は
特
定
入
所
障
害
児

食
費
等
給
付
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
障
害
児
施
設
給
付
費
等
明
細
書
に
は
、
提
供
し
た
指
定
施
設
支
援
（
法
第
二
十
四
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
支
援
を
い
う
。）の
内
容
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
児
施
設
給
付
費
等
請

求
書
又
は
障
害
児
施
設
給
付
費
等
明
細
書
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・

デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。）の
う
ち
都
道
府

県
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
児
施
設
給
付
費
又
は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
に
つ
い
て
は
、
当
該
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
第
一
項
の
障
害
児
施
設
給
付
費
等
明

細
書
と
み
な
し
て
、
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
障
害
児
施
設
給
付
費
等
請
求
書
等
の
様
式
）

第
三
条

前
条
第
一
項
の
障
害
児
施
設
給
付
費
等
請
求
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

前
条
第
一
項
の
障
害
児
施
設
給
付
費
等
明
細
書
の
様
式
は
、
様
式
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
節

運
営
に
関
す
る
基
準

（
施
設
利
用
者
負
担
額
の
受
領
）

第
八
十
三
条

指
定
重
症
心
身
障
害
児
施
設
は
、
指
定
施
設
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
施
設
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
指

定
施
設
支
援
に
係
る
施
設
利
用
者
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

指
定
重
症
心
身
障
害
児
施
設
は
、
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
指
定
施
設
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
施
設
給
付
決

定
保
護
者
か
ら
当
該
指
定
施
設
支
援
に
つ
き
指
定
施
設
支
援
費
用
基
準
額
及
び
障
害
児
施
設
医
療
に
つ
き
健
康
保
険

の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
又
は
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
三
項
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

３

指
定
重
症
心
身
障
害
児
施
設
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
指
定
施
設
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る

便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
支
払
を
施
設
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

日
用
品
費

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
施
設
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生

活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が

適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

４

指
定
重
症
心
身
障
害
児
施
設
は
、
前
三
項
の
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
費
用
に
係
る
領
収
証
を

当
該
費
用
の
額
を
支
払
っ
た
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

指
定
重
症
心
身
障
害
児
施
設
は
、
第
三
項
の
費
用
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
施

設
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
費
用
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
施
設
給
付
決
定
保
護
者

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
児
施
設
給
付
費

及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
請
求
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

障
害
児
施
設
給
付
費
及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
請
求
に
関
す
る
省
令

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
審
査
支
払
機
関
」
と
は
、
都
道
府
県
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
四
条
の
三
第
十
一
項
（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
支
払
に
関
す
る
事
務
を
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
っ
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
又
は
当
該
法
人
と
す

る
。）を
い
う
。

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装

置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
、
障
害
児
施
設
給
付
費
又
は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
請
求
を
し
よ
う
と
す

る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
障
害
児
施
設
給
付
費
及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
請
求
）

第
二
条

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
は
、
障
害
児
施
設
給
付
費
又
は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
を
請
求
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方

式
に
従
っ
て
入
出
力
装
置
か
ら
入
力
し
て
審
査
支
払
機
関
の
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。
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